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IFRS Digest（2014.4 -5）
有限責任 あずさ監査法人　IFRSアドバイザリー室

本稿は、あずさ監査法人のホームページ上に掲載しているIFRS Digest（www.
kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/ifrs-digest）を部分的に抜粋、再編集した、
2014 年 4月1日から2014 年5月31日までの国際財務報告基準（IFRS）を巡る、
国際会計基準審議会（IASB）、米国財務会計基準審議会（FASB）および企業会
計基準委員会（ASBJ）の主な動向、ならびに欧州、米国および日本の監督機関
におけるIFRSの導入・適用を巡る動向についての要約である。
さらに詳しい情報については、あずさ監査法人ホームページのIFRS Digest 
14-4、IFRS Digest 14-5 を参照のこと。

 

 　

Ⅰ IASB および欧州等の動向

IASB の動向

1.	�IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を公表
（2014年5月28日）

IASBは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を公
表した。IFRS第15号は、IASBとFASBの共同プロジェクト
の成果として公表されたものである。本基準は、包括的な単
一の収益認識基準を開発することにより、財務諸表の作成を
容易にするとともに、企業間の比較可能性を向上させ、財務
諸表利用者により有用な情報を提供することを主な目的として
開発された。
本基準の概要は以下のとおりである。

–	 �収益認識に関するグローバルな単一のフレームワークを提供
する。

–	 �「支配」に基づくモデルである（IAS第 18号「収益」におけ
る「リスク及び経済価値」という概念は、支配の移転を示す
追加的指標の1つとされた）。

–	 �対価は、顧客に移転する財・サービスと交換に企業が権利を
得ると見込んでいる金額で測定する。

–	 �収益認識の単位を契約における顧客との約束（履行義務）と
し、これに関する詳細なガイダンスが設けられた。

–	 �履行義務を充足した時点で、または一定の期間にわたり履行
義務を充足するに従って、収益を認識する。履行義務が一定

の期間にわたって充足されるものであるか否かを判断するた
めの要件が設けられた。

–	 �定量的、定性的な開示情報が拡充された。

IFRS第15号は、2017年1月1日以降に開始する会計年度か
ら強制適用される。早期適用も認められる。

本誌特集トピック①「IFRS第15号『顧客との契約から生じ
る収益』」、②「IFRSの収益認識基準（IFRS第15号）による実
務への影響」参照。

2.	�「共同支配事業に対する持分の取得（IFRS第11号の改
訂）」を公表（2014年5月6日）

IASBは、「共同支配事業に対する持分の取得（IFRS第11号
の改訂）」を公表した。本改訂は、実務上会計処理にばらつき
が生じていた、共同支配事業に対する持分を取得した場合の
会計上の取扱いを明確化している。
本改訂の概要は以下のとおりである。

–	 �共同支配事業に対する持分を取得し、その共同支配事業の
活動が IFRS 第 3 号で定義する「事業」を構成する場合、
企業は、IFRS第 11号に整合する範囲で、IFRS第 3号およ
び他の基準書のすべての事業結合の会計処理に関連する原
則を適用する。また、事業結合について求められる情報を開
示する。

–	 �IFRSを初度適用する企業は、過去の事業結合に関する免除
規定を、事業を構成する活動を行っている共同支配事業に対
する持分についても適用することが認められる。

http://www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/ifrs-digest/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/ifrs-digest/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-digest/Pages/ifrs-digest-2014-04.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-digest/Pages/ifrs-digest-2014-04.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-digest/Pages/ifrs-digest-2014-05.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Revenue-Recognition/Project-news-history/Pages/Project-update-2-May-2014.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Revenue-Recognition/Project-news-history/Pages/Project-update-2-May-2014.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-publishes-amendments-to-IFRS-11-Joint-Arrangements-May-2014.aspx
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本改訂は、2016年1月1日以降に開始する会計年度から将来
に向かって適用される。早期適用も認められる。

3.	�「減価償却及び償却の許容される方法の明確化（IAS第
16号及びIAS第38号の改訂）」を公表（2014年5月12日）

IASBは、「減価償却及び償却の許容される方法の明確化
（IAS第16号及びIAS第38号の改訂）」を公表した。本改訂は、
有形固定資産の減価償却方法および無形資産の償却方法のう
ち、収益に基づく方法の取扱いを明確化している。 
本改訂の概要は以下のとおりである。

–	�収益に基づく減価償却は、通常、資産の消費以外の要因も
反映するため、有形固定資産の減価償却方法として適切では
ない。
–	�収益に基づく償却は、無形資産の償却方法として適切ではな
いと推定される。ただし、以下のいずれかの限られた場合に
おいては、この推定を覆すことができる。 
	 ◦	�無形資産が収益の測定値として表現される場合
	 ◦	�収益が無形資産の経済的便益の消費と強い相関があるこ
とを証明できる場合

–	�無形資産に固有の主要な制約要因（期間、生産量、収益等）
に着目して償却方法を決定する考え方が示されている。

本改訂は、2016年1月1日以降に開始する会計年度から適用
される。

4.	�討議資料「動的リスク管理の会計処理：マクロヘッジの 
ためのポートフォリオ再評価アプローチ」を公表（2014
年4月17日）

IASBは、討議資料「動的リスク管理の会計処理：マクロ
ヘッジのためのポートフォリオ再評価アプローチ」を公表した。
ポートフォリオ再評価アプローチ（PRA）は、企業が行うダイ
ナミックリスク管理の実態を財務諸表に忠実に表現することを
目的とした全く新たな会計手法として提唱され、将来的には広
範なリスク・業種への展開が模索されている（本誌会計トピッ
ク③「IASB討議資料の解説『動的リスク管理の会計処理』」参
照）。

5.	�ウェブサイト上にリサーチ・センターを開設（2014年4月
22日）

IASBは、ウェブサイト上にリサーチ・センターを開設した
ことを公表した。このリサーチ・センターは、IASBが今後2-3
年で検討する予定の論点の認知度を向上させること、リサー
チ・プロジェクトに従事する専門家のサポートを行うこと、お
よび証拠に基づく基準設定を目指すために貢献することを主

な目的としている。
リサーチ・センターのウェブサイトでは、現在実施されてい
るリサーチ・プロジェクトを紹介するとともに、リサーチ・プ
ロジェクトに情報を提供する方法や、学識経験者や会計事務
所、大手企業、政府機関および基準設定主体からの出向者が
リサーチや教育活動に参加するフェローシップ・プログラム制
度などが紹介されている。

6.	�IASBと他の会計基準設定主体との憲章（2014年5月7
日）

IASBは、IASBと他の会計基準設定主体との協力のあり方
に関する憲章（Charter）「グローバルな財務報告基準の開発
及び維持管理のための協働」を公表した。この憲章の目的は、
IASBと、会計基準設定主体国際フォーラム（IFASS）に代表さ
れる他の会計基準設定主体との間の協力に関する主要な原則
を定めることとされている。この憲章は、IASBと他の会計基
準設定主体との間のコミットメントと期待に関する共通の理解
を記述したものであり、拘束力のある取決めではない。

7.	�IASB鶯地理事、日本のIFRSの適用について言及（2014
年5月22日）

IASBは、2014年5月21日に日経アジアン・レビュー誌に掲
載されたIASBの鶯地隆継理事のレポート「国際的な会計基準
は（経済）成長に不可欠」を公表した。鶯地理事は、レポート
の中で、日本の資本市場の発展および日本企業の国際的な競
争力の強化にIFRSの適用は不可欠であると述べている。

8.	最近開催されたIFRS関連の国際会議等

2014年4月1日から2014年5月31日までに開催された主な国
際会議は以下のとおりである。

–	�IFRS財団評議員会（2014 年 4月10日、シドニー）
–	�新興経済グループ（Emerging Economies Group, EEG）（2014
年 5月28-29日、モスクワ）
–	�IFRS財団会議（2014 年 5月29-30日、シンガポール）

欧州の動向

1.	�ESMAが執行決定データベース抜粋（第15回）を公表
（2014年4月9日）

欧州証券市場監督局（European Securities and Markets 
Authority：ESMA）は、執行決定データベース抜粋（第15回）
を公表した。この抜粋からは、EU加盟国の各規制当局等が、
どのような会計処理がIFRSに準拠していると考えたか（ある

http://www.ifrs.org/Alerts/Publication/Pages/IASB-publishes-amendments-to-IAS-16-and-IAS-38-May-2014.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-publishes-Discussion-Paper-on-accounting-for-macro-hedging-April-2014.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-launches-the-IFRS-Research-Centre-April-2014.aspx
http://www.ifrs.org/The-organisation/Advisory-bodies/Documents/Charter-IASB-Other-Accounting-Standard-Setters-April-2014.pdf
http://www.ifrs.org/The-organisation/Advisory-bodies/Documents/Charter-IASB-Other-Accounting-Standard-Setters-April-2014.pdf
http://www.ifrs.org/Alerts/Governance/Pages/IASB-agrees-charter-with-accounting-standard-setting-community.aspx
http://www.ifrs.org/Features/Documents/International-accounting-standards-essential-for-growth-Nikkei-May-2014.pdf
http://www.ifrs.org/Features/Documents/International-accounting-standards-essential-for-growth-Nikkei-May-2014.pdf
http://www.ifrs.org/Features/Pages/Takatugu-Ochi-International-accounting-standards-essential-for-May-2014.aspx
http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/Trustees-April-2014.aspx
http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/EEG-meeting-May-2014.aspx
http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/IFRS%20Conference%20in%20Singapore-May%202014.aspx
http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-publishes-15th-extract-EECS-enforcement-decisions?t=326&o=home
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会計処理が基準書やIFRIC解釈指針で許容される範囲内か）を
読みとることができる。ただし、ここで示された決定はIFRS
の解釈を意味するものではなく、解釈を行う役割はIFRS解釈
指針委員会にある点には留意が必要である（なお、日本公認会
計士協会（JICPA）は、執行決定データベース抜粋の第14回ま
での仮訳を公表している）。

Ⅱ 米国の動向

米国証券取引委員会（SEC）の動向

1.	�SEC委員長、米国のIFRSの適用について言及（2014
年5月20日）

SECのMary Jo White委員長は、財務会計財団（Financial 
Accounting Foundation, FAF）の会議のスピーチにおいて、米
国のIFRSの適用について言及した。スピーチの中で、White
氏は、IFRSの適用に対するこれまでの米国の取組みについて
説明し、重要ポイントとして、（a）SECがIFRSを検討する際
には、引き続き米国の投資家の利益を中心に考慮すること、
（b）FASBは米国企業のための会計基準の最終的な会計基準
設定主体であり続けること、（c）グローバルな会計基準の開発
において米国が果たす役割が重視されなければならないこと、
の3つの論点をあげた。
White氏はまた、「高品質で世界的に認められた単一の会計
基準は米国の投資家にとって有益であり、その目標はSECの
ミッションと整合している」というこれまでのSECの考え方は
現在も有効であり、この重要なテーマについてさらなる声明
を発表することがSECの優先事項であると説明するとともに、
近い将来、詳細について公表できればよいという希望を述	
べた。

FASBの動向

1.	�非継続事業の定義を改訂するASUを公表（2014 年 4
月10日）

FASBは、会計基準更新書（Accounting Standards Update; 
ASU）第2014-08号「非継続事業の財務報告及び企業の構成単
位の処分に関する開示」を公表した。ASU第2014-08号の主な
内容は以下のとおりである。

–	�非継続事業の定義が変更され、構成単位（グループ）の処
分のうち、企業の営業または財務成績に主要な影響を及ぼ
す戦略的な変更を表すもののみが対象となった。また、取得
時に、売却目的保有に分類するための要件を満たす事業につ

いても、非継続事業に該当する。
–	�継続的関与を有している場合は非継続事業に該当しないとい
う規定は削除された。ただし、継続的関与を有する非継続
事業について一定の開示が求められる。
–	�持分法投資の処分が非継続事業の定義に該当する場合は、
非継続事業として報告することが求められる。
–	�非継続事業に関する開示が拡充された。また、非継続事業
としては報告されないものの個々に重要性のある構成単位の
処分についても、一定の開示が求められる。

今回の改訂により、US GAAPの非継続事業の定義はIFRS
の定義に近づくことになるが、会計基準は完全には共通化さ
れていない。

2.	収益認識に係る ASU を公表（2014 年5月28日）

FASBは、会計基準更新書（Accounting Standards Update; 
ASU）第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」を公表し
た。ASU第2014-09号は、FASBとIASBの共同プロジェクト
の成果として公表されたものである。
本基準の概要については、Ⅰを参照。

Ⅲ 日本の動向

金融庁の動向

1.	�指定国際会計基準の改正案の公表（2014年4月18日）

金融庁は、｢連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す
る規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定
する件（平成21年金融庁告示69号）｣等の一部を改正した。 
これは、IASBが2013年12月31日までに公表した以下の国
際会計基準について、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方
法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準（以下、
指定国際会計基準）等として指定するものであり、公布の日で
ある2014年4月18日から適用される。 

–	 �国際財務報告基準（IFRS）第 9 号「金融商品」（2013 年 11
月19日公表） 
–	 �国際会計基準（IAS）第 19 号「従業員給付」（2013 年 11月
21日公表） 
–	 �IFRS の年次改善（2010－2012 年サイクル）（2013 年 12月
12日公表）の公表に伴う基準の改正
–	�IFRS の年次改善（2011－2013 年サイクル）（2013 年 12月
12日公表）に伴う基準の改正

http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/ifrs/casestudy/index.html
http://www.sec.gov/News/Speech/Detail/Speech/1370541872065
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176163964929
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FNewsPage&cid=1176164075286
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140418-2.html
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ASBJ の動向

1.	�IFRS のエンドースメントに関する作業部会（2014年 4
月9日、5月22日）

ASBJは2013年7月25日に「IFRSのエンドースメントに関す
る作業部会（以下、作業部会）」を設置し、IFRSのエンドース
メント手続を進めるための検討を行っている。
第11回の作業部会では、以下の事項について、関連する
IFRSの規定を削除または修正した場合の文案に基づいて検討
が行われた。

–	�のれんの非償却に関する論点の検討
–	�リサイクリングに関連する論点
	 ◦	�資本性金融商品のOCIオプションに関する論点の検討
	 ◦	�退職給付に関する再測定部分に関する論点の検討
	 ◦	�公正価値オプションを選択した金融負債の自己の信用リス
クに関する論点の検討

第12回の作業部会では、公開草案の公表に向けて、仮に、
のれんの非償却およびその他の包括利益のリサイクリングに
ついて、IFRSの規定を「削除又は修正」するとした場合を前
提として作成した公表文書のドラフトに基づいて検討が行わ
れた。

2.	�企業結合会計基準の改正に伴う四半期会計基準等の改
正について（2014年5月16日）

ASBJは、改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関す
る会計基準」および改正企業会計基準適用指針第14号「四半
期財務諸表に関する会計基準の適用指針」を公表した。
本改正では、2013年に改正された企業会計基準第21号「企
業結合に関する会計基準」（以下「2013年改正企業結合会計基
準」という）において暫定的な会計処理の確定の取扱いが改正
されたことに伴い、四半期会計期間に企業結合に係る暫定的
な会計処理が確定した場合の取扱いについて改正が行われた。
本会計基準等の適用時期は、2013年改正企業結合会計基準
の暫定的な会計処理の確定の取扱いに係る事項の適用時期と
同様である。

3.	�その他の包括利益に関するショート・ペーパーの公表
（ 2014年5月23日）

ASBJは、「OCI は不要か？」というショート・ペーパーを公
表した。
ASBJは、2013年12月に開催された会計基準アドバイザ
リー・フォーラム（ASAF）会議において「純損益／その他の
包括利益及び測定」と題するペーパーを提示した。このペー

パーに寄せられたコメント等を踏まえ、ASBJは、財務業績を
報告するうえで当期純利益が果たすべき役割について国際的
な議論に参画するための検討を続けている。
ASBJは、今回公表したショート・ペーパーにおいて、その
他の包括利益（OCI）に関する主な議論を分析したうえで、有
用な財務情報を提供する観点から、その他の包括利益の使用
は必要であると結論付けている。

4.	FASBとの定期会合

ASBJはFASBと定期的に（年に2回）協議を開催している。
2014年3月末から4月初めにかけて第16回定期協議がノー
ウォークで開催された。今回の協議では、それぞれの活動の
最新状況を確認するとともに、両会計基準設定主体が関心を
有している以下の項目について議論が行われた。 

–	 �FASBが現在審議を行っている「金融商品」、「のれん」およ
び「開示フレームワーク」
–	�IASBが現在審議を行っている「概念フレームワーク」、「リース」
および「料金規制対象活動」
–	�ASBJが現在実施しているIFRSのエンドースメント手続

その他

1.	�リース事業協会、リースに係るIASBとFASB合同会
議の審議に関する意見を公表（2014年5月19日）

公益社団法人リース事業協会（以下「リース事業協会」とい
う）は、2014年3月に開催されたリースに係るIASBとFASB
合同会議の審議およびその暫定合意に関して、「3月18日・19
日開催のIASB・FASB合同会議の審議に対する意見」を公表
した。
2014年3月のリースに係るIASB・FASB合同会議では、リー
スの借手については、すべてのリースをオンバランスすること
を求めている。また、リースの分類について、IASBとFASB
で異なる取扱いを求める暫定合意が行われた。
これに対し、リース事業協会は、公表文書の中で次の事項
を主張している。

–	�現行基準を維持したうえで、まずは開示の充実を図り、その
適用後、オペレーティング・リースのオンバランスが必要であ
るならば審議を再開することを求める。
–	�異なる2つのリース会計が存在する事態は避けるべきであり、
異なる基準の公表は決して許容されるものではない。
–	�仮に、3月の暫定決定に基づく審議を継続する場合、両審議
会は、再度、公開草案を公表するなどの適切なデュープロセ
スを踏むべきである。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/minutes/20140409.shtml
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/minutes/20140522.shtml
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/shihanki_2014/shihanki_2014_02.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/shihanki_2014/shihanki_2014_02.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/shihanki_2014/shihanki_2014_04.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/shihanki_2014/shihanki_2014_04.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/shihanki_2014/
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/iasb/discussion/20140523.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/iasb/discussion/comments20140523.shtml
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/iasb/discussion/comments20140523.shtml
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/overseas/pressrelease_20131227.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/overseas/pressrelease_20131227.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/overseas/pressrelease_20131227.jsp
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/overseas/pressrelease_20140402.pdf
http://www.leasing.or.jp/chosa/kaikei/teigen/20140519.pdf
http://www.leasing.or.jp/chosa/kaikei/teigen/20140519.pdf
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2.	�自由民主党の日本経済再生本部、「日本再生ビジョン」
を公表（ 2014年5月23日）

自民党の日本経済再生本部は、政府が2014年6月に改定予
定の日本再興戦略に向けての提言をまとめた「日本再生ビジョ
ン」を公表した。今回の提言は、2013年5月に同本部が自民党
の成長戦略として公表した「中間提言」の改定版として位置付
けられている。
日本再生ビジョンが掲げる7つの柱のうち、4.「日本再生の
ための金融抜本改革（5）『会計基準等、企業の国際化、ルー
ルの国際水準への統一』」では、諸外国から日本国内への投資
を促進するための戦略として、以下の4つの観点から、IFRS
に関する具体的な提言がなされている。

–	�会計における「単一で高品質な国際基準策定」への明確なコ
ミットの再確認 
–	 �IFRSの任意適用企業の拡大促進 
–	 �JPX 新指数に採用された企業への働きかけ 
–	 �東証上場規制における企業のIFRSに関する考え方の説明の
促進、および「IFRS適用レポート（仮称）」の作成 

このほか、5.「起業大国No.1の実現（1）『起業大国実現の本
気度を示す大玉政策』」において、日本基準では、のれんの償
却が義務付けられていることについて、IFRSとの関係で競争
力に問題が生じかねないとして、IFRSへの移行を促進するな
どの問題解決を検討することが必要との提言もなされている。

なお、IFRS Digest は、次号から会計基準 Digest に名称を変 
更し、内容もリニューアルする予定です。会計基準Digest 
では、日本基準、エンドースメントされた IFRS、IFRSおよび 
US GAAPのすべてをカバーした最新動向を簡潔に紹介す
る予定です。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

有限責任 あずさ監査法人　
IFRS アドバイザリー室
TEL：03-3548-5112（代表電話）
azsa-ifrs@jp.kpmg.com
担当：加藤　邦彦、島田　謡子

https://www.y-shiozaki.or.jp/pdf/upload/20140604173117_Ap9n.pdf
https://www.y-shiozaki.or.jp/pdf/upload/20140604173117_Ap9n.pdf
http://www.y-shiozaki.or.jp/contribution/pdf/20130511154955_RUvP.pdf
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